
提携企業の個人情報取扱い（収集・保有・利用・提供）に関する同意条項
ＪＱ ＣＡＲＤセゾン特約

第1条（適用）
本同意条項は、申込者（以下契約成立により申込者が会員となった場合
を総称して「会員」という）が九州旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ九州」とい
う）が株式会社クレディセゾン（以下「セゾン」という）と提携して発行す
るＪＱ ＣＡＲＤセゾン（以下「本カード」という）の申込みを行う場合に適
用します。

第2条（同意）
会員はＪＲ九州が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保
有・利用することに同意します。

【収集・保有・利用する個人情報】
①本カード入会申込書に記載した、会員の氏名、生年月日、性別、住所、

電話番号、Ｅメールアドレス
②上記以外で、会員がＪＲ九州に届出た事項
③ＪＲ九州及びＪＲ九州グループにおける本カード利用に関する契約

日、商品名、契約額、支払回数、加盟店名称
【利用目的】

①ＪＲ九州の事業におけるサービスの提供
②ＪＲ九州の事業における市場調査、商品開発
③ＪＲ九州の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
④本カードの機能・付帯サービスの提供

第3条（個人情報の提供・利用）
会員は、セゾンが、以下の個人情報を、保護措置を講じた上で、ＪＲ九州に
提供し、ＪＲ九州が前条に定める利用目的で利用することに同意します。

【提供する個人情報】
①入会申込日、契約日
②本カード申込みに対する本カード発行の可否（ただし、その理由のぞく）
③ＪＲ九州及びＪＲ九州グループ以外の本カード利用に関する、利用日、

利用金額、加盟店業種、加盟店名称
④本カード終了の事実（ただし、その理由のぞく）
⑤前条に基づき、ＪＲ九州が独自に収集・利用する個人情報（会員が本

カード入会申込書に記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号）
について、会員がセゾンへ変更の届け出を行った場合における当該
変更情報

第4条（共同利用）
会員は、ＪＲ九州が、前条及び前々条に定める個人情報を、保護措置を講
じたうえで以下の企業（以下「共同利用会社」という）と、以下の目的で、共
同で利用することに同意します。なお、個人情報の管理については、ＪＲ
九州が責任を負います。

【共同利用会社】
以下のホームページ

（http://www.jrkyushu.co.jp/profile/works/group.jsp）に掲載するＪＲ
九州グループ会社

【目的】
①共同利用会社の事業における市場調査、商品開発
②共同利用会社の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
③本カードの機能・付帯サービスの提供

第5条（個人情報の第三者への提供・利用）
会員は、ＪＲ九州が、第２条及び第３条【提供する個人情報】⑤に定める個
人情報を、保護措置を講じたうえで以下の企業（以下「提供先企業」とい
う）に提供し、提携先企業が当該情報を以下の目的で利用することに同
意します。なお、個人情報の管理については、ＪＲ九州が責任を負います。

【提供先企業】
株式会社阪急阪神百貨店

【目的】
①提供先企業の事業における市場調査、商品開発
②提供先企業の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
③本カードの機能・付帯サービスの提供

第6条（個人情報の開示・訂正・削除・利用中止）
（１）会員は、ＪＲ九州に対し、ＪＲ九州の定める手続きに則り、自己に関する

セゾンカード規約及び本特約をよくお読みのうえ大切に保管して下さい。
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個人情報の開示を請求することができます。
（２）万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合は、ＪＲ
九州は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。

（３）第２条、第３条、第４条並びに第５条で同意を得た範囲内で個人情報
を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、これを中止
する措置をとります。

第7条（お問合せ窓口）
提携先名 所在地 電話番号 ホームページ（URL）

0570－097－888 http://www.jrkyushu.co.jp/福岡市博多区
博多駅前
3－25－21

九州旅客鉄
道株式会社

第8条（JR九州との同意事項の適用）
ＪＲ九州と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別
途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するとき
は、ＪＲ九州との同意事項が適用されます。

ＪＱ ＣＡＲＤセゾン特約
第1条（本カードの名称と入会方法）
（１）株式会社クレディセゾン（以下「当社」という）が九州旅客鉄道株式会
社（以下「ＪＲ九州」という）と提携して発行するクレジットカードを、ＪＱ 
ＣＡＲＤセゾン（以下「本カード」という）と称します。

（２）当社が定める本特約、セゾンカード規約並びにＪＲキューポ利用規約
を承認し、当社並びにＪＲ九州（以下「両社」という）に本カードご利用のお
申込みをされ、両社が本カードのご利用を承諾した方（以下「本会員」と
いう）に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立
するものとします。

第2条（JRキューポサービス）
（１）本カードについては、ＪＲ九州が運営するＪＲキューポサービスが提
供され、当社が提供するポイントプログラムは提供されません。

（２）ＪＲキューポサービスは、ＪＲキューポ利用規約に基づき提供されます。
第3条（特典及びサービスの利用）
（１）会員は、当社が提供する特典及びサービスを受ける場合、当社所定の
方法でその提供を受けるものとします。

（２）会員は、ＪＲ九州及びＪＲ九州のグループ会社が提供する特典及び
サービスを受ける場合、ＪＲ九州所定の方法で、その提供を受けるものと
します。

第4条（年会費）
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うも
のとします。年会費は、当社が会員登録をした月（以下「会員登録月」とい
う）の翌月からの１年分を、会員登録月の末日を締切日として、セゾンカー
ド規約第７条（弁済金等の支払方法等）（１）に定める方法によりお支払い
いただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解
約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第5条（弁済金等の支払方法等）
（１）セゾンカード会員規約第７条（弁済金等の支払方法等）（２）の会員に
ご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加し、上記条項
に下記の６号を追加します。

記
⑥分割払い－商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価
格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入
時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。但
し、各お支払日の支払金額の単位は１円とし、端数が発生した場合は初
回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下
表の通りとなります。

（例）　現金価格 ５０，０００円、１０回払いの時
●分割払手数料 ５０，０００円×（５．５円／１００円）＝２，７５０円
●支払総額 ５０，０００円＋２，７５０円＝５２，７５０円
●各支払日の分割支払金 ５２，７５０円÷１０回＝５，２７５円
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（２）セゾンカード規約第７条（４）の「分割支払金」に（１）で算出した各回の
お支払い金額を含めます。

（３）セゾンカード規約第７条（３）①支払方法の変更（分割払い）を利用し
た場合は、（１）の表が適用されます。

（４）分割払いについては、セゾンカード規約第７条（３）④の支払方法の自
動変更サービスは適用されません。

第6条（早期完済の場合の特約）
分割払いの場合に、本会員が当初の契約の通りにお支払いされ、かつ約
定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会
員は７８分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の
分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請
求することができます。

第7条（会員資格の喪失等）
セゾンカード規約第２４条（会員資格の喪失等）に以下の事項を追加します。

（１）⑪年会費のお支払いがないとき。
第8条（カード規約）

本カードについては、セゾンカードに加え、本特約並びにＪＲキューポ利
用規約が適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたし
ます。

第9条（本規約の変更等の準用）
セゾンカード規約第１９条（本規約の変更等）の規定は、本特約の変更に
ついて準用します。この場合において、セゾンカード規約第１９条（本
規約の変更等）中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとし
ます。

ＪＲキューポ利用規約
第1条（本規約の目的）

この規約は、九州旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が、次の各
号に定めるサービスの利用者（以下「利用者」といいます。）に対して提供
するポイント（以下「ＪＲキューポ」といいます。）の内容及び適用条件等に
関する基本的事項を定めたものです。
（１）当社が、「ＪＲ九州Ｗｅｂ会員規約」等にもとづいて提供するサービス
の利用者

（２）当社が、「ＪＲ九州インターネット列車予約サービス利用規約」等に
もとづいて提供するＪＲ九州インターネット列車サービスの利用者

（３）当社及び当社が提携するクレジットカード会社が、会員規約等にも
とづいて発行する「ＪＱ ＣＡＲＤ」の利用者

（４）当社が、「ＩＣカード乗車券取扱規則」等にもとづいて発行するＩＣ
カード乗車券「ＳＵＧＯＣＡ」の利用者

（５）当社が定めるその他の利用者
第2条（適用範囲）

ＪＲキューポのサービス内容等については、この規約の定めるものにより
ます。
２　利用者は、この規約並びに第１条の（１）から（４）の規約・規則等に定め
ていない事項については、当社、当社グループ企業、当社が提携する企業
がＪＲキューポの利用に対して別途定める規約、特約、規則及び規定等

（以下、「利用規約等」といいます。）に従うものとします。
第3条（用語の定義）

この規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
（１）「ＪＲキューポ」とは、この規約に従って利用者に付与されるポイン
トをいいます。

（２）「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に、当社が
定める特別の条件下で付与されるポイントをいいます。

（３）「ポイントチャージ」とは、ＳＵＧＯＣＡ用の自動券売機で、ＪＲキュー
ポを使用して、ＳＵＧＯＣＡのＳＦ（ストアードフェアカードの機能により
ＳＵＧＯＣＡに記録される金銭的価値をいいます。）にチャージすること
をいいます。

（４）「ポイントセンター」とは、利用者へのＪＲキューポの付与、管理を行
うシステムセンターをいいます。



第4条（ポイントの付与）
当社は、利用者に対して、次の各号に定めるＪＲキューポを付与します。
（１）ＪＲ九州インターネット列車予約サービスの利用金額などに応じた
付与

（２）ＪＱ ＣＡＲＤによるカードショッピングのご利用金額などに応じた
付与

（３）ＳＵＧＯＣＡのＳＦ利用、又は当社が指定するＪＲキューポ付与の対
象となる加盟店における電子マネー利用に応じた付与

（４）利用者の各サービスの利用実績や懸賞・キャンペーンへの応募状
況などにもとづいた付与

（５）その他当社が別途定める方法により付与
２　付与されたＪＲキューポの換金、又は第三者への譲渡等はできません。

第5条（ポイントの効力）
ＪＲキューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効とな
り、その日をポイント付与日とします。なお、第４条１項の各号に定める
ポイントごとに、付与日が異なる場合があります。
２　ＪＲキューポは、付与された日から２年後の月末まで有効です。有効
期限を過ぎたＪＲキューポは自動的に失効します。
３　利用者が、この規約及び第１条各号に記載される各サービスの規約
等に違反した場合、利用者に付与されているＪＲキューポは失効します。

第6条（ポイントの照会・合算）
利用者は、ＪＲキューポの付与日、付与状況、残高、交換状況、失効予定な
どについて、当社指定の方法にもとづいて照会することができます。
２　ＪＲ九州Ｗｅｂ会員に登録した利用者は、当社サイトから当社所定の
手続きにより、利用者本人名義のＪＱ ＣＡＲＤおよび記名式ＳＵＧＯＣＡ
を、各々最大５枚まで登録することにより、第４条第１項の各号にもとづ
いて付与するＪＲキューポの合算、照会が行えます。
３　利用者が、ＪＲ九州Ｗｅｂ会員サービスを退会した場合には、インター
ネット列車予約サービスの利用にもとづいて付与されたポイントはすべ
て失効し、また利用者本人名義のＪＱ ＣＡＲＤおよび記名式ＳＵＧＯＣＡの
利用にもとづいて付与されたＪＲキューポは各々のＪＱ ＣＡＲＤ及び記名
式ＳＵＧＯＣＡごとに個別に管理されるようになります。
４　利用者が、本条第２項で定めるＪＲキューポの合算のための登録を
解除した場合には、利用者本人名義のＪＱ ＣＡＲＤ及び記名式
ＳＵＧＯＣＡの利用にもとづいて付与されたＪＲキューポは各々のＪＱ 
ＣＡＲＤ又は記名式ＳＵＧＯＣＡごとに個別に管理されるようになります。

第7条（ポイントの交換）
利用者は、付与されたＪＲキューポを当社指定の手続きにより、当社が指
定する商品・サービスと交換することができます。
２　前項に定める手続きによって一旦交換したＪＲキューポは、その交換
を取消すことはできません。
３　交換した商品・サービスの換金、又は第三者への譲渡、販売はできま
せん。
４　交換した商品・サービス、もしくはこれらに関する通知又は送付書類
等のお届け先は、利用者が当社所定の手続きによって指定した当社に届
け出られている自宅住所とし、それ以外の場所をお届け先として指定す
ることはできません。
５　前項の定めるところにより、当社に届けられている事項に関する変
更の届出がないために、商品・サービス等が延着又は不着となった場合
には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
６　ＪＲキューポを商品・サービスに交換した後に、ＪＲ九州インターネッ
ト列車予約、ＪＱ ＣＡＲＤのカードショッピング、ＳＵＧＯＣＡのＳＦ利用な
ど、ＪＲキューポ付与のもととなった取引の一部、又は全部を取消しした
場合、交換したＪＲキューポに相当する価額の返還を当社より利用者に
対してご請求する場合があります。

第8条（ポイントのSUGOCAチャージ）
利用者は、第６条第２項で規定するＪＲキューポの合算対象として予め
登録したＳＵＧＯＣＡのＳＦ、又は利用者のうちＪＱ ＣＡＲＤ会員が当社が
別に定めるＳＵＧＯＣＡオートチャージ取扱規則第４条に基づき、オート
チャージサービス利用契約を締結した当該オートチャージＳＵＧＯＣＡの
ＳＦに、ＪＲキューポをポイントチャージすることができます。
２　ポイントチャージの取扱はＳＵＧＯＣＡ用の自動券売機に限ります。
３　ＪＲキューポをＳＦにポイントチャージする場合は、１ポイント１円と
して換算し、１００円、２００円、３００円、４００円、５００円、１，０００円、
２，０００円、３，０００円、５，０００円、１０，０００円のいずれかの金額をチャー
ジすることができます。ただし、１枚あたりのＳＦ残額は２０，０００円を超
えることはできません。
４　一度ＳＵＧＯＣＡのＳＦにポイントチャージしたＪＲキューポは、再び



ＪＲキューポに戻すことはできません。
５　ポイントチャージ後のＳＦの取扱いについては、当社のＩＣカード乗
車券取扱規則等に従うものとします。
６　当社は、交換したＳＦの紛失、盗難等を理由とするＳＦの再提供及び
保証の義務を負いません。
７　交換後のＳＦの取扱いについては、ＩＣカード乗車券取扱規則及び
ＳＵＧＯＣＡ電子マネー取扱規則の定めによるものとします。

第9条（業務委託）
会員は、当社が指定する委託先（以下「委託先」といいます。）に対して、次
の業務を委託することを予め承諾するものとします。
（１）ＪＲキューポの加算・利用に関する業務
（２）ＪＲキューポの情報処理・電算機処理に付随する業務
（３）その他、当社が指定したＪＲキューポのサービスにかかる業務

２　会員は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあるこ
とを、予め承諾するものとします。
３　会員は、委託先が本条第１項の業務を行うために必要な範囲で、会
員に関する情報を当社が委託先に提供することを、予め承諾するものと
します。

第10条（免責事項）
ＪＲ九州Ｗｅｂ会員の会員ＩＤ等の漏洩・盗難、または保有するＪＱ 
ＣＡＲＤやＳＵＧＯＣＡのＳＦの盗難・紛失等により、第三者がＪＲキューポ
を不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
２　利用者が、オートチャージＳＵＧＯＣＡのＳＦの盗難・紛失等の際、ＩＣ
カード乗車券取扱規則第３２条及び第４６条に定める紛失再発行の手続
きを行わなかった場合、及び再発行登録を行い当社の使用停止措置が
完了するまでの間に、当該ＳＵＧＯＣＡのＳＦへのポイントチャージなどに
より生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
３　自動改札機などの機器の障害や輸送障害又は運営上の都合により、
やむを得ずＳＵＧＯＣＡが利用できないことによって、当該利用に対する
ＪＲキューポの付与ができない場合であっても、当社及び加盟店は一切
の責任を負いません。
４　その他、当社の責任に帰すことのできない事由から発生した損害に
ついては、当社は一切責任を負いません。

第11条（ポイントサービスの終了、中止、変更）
会員は、当社が、会員がすでに取得したＪＲキューポの価値に影響を及ぼ
すか否かにかかわらず、ＪＲキューポのサービスを終了、中止又はこの規
約を変更することができることを予め承諾するものとします。
２　当社は、ＪＲキューポのサービスの終了、中止及びこの規約を変更す
る場合は、その旨を当社ホームページにて告知し又はその旨を会員へ通
知するものとし、当該告知、又は通知にて指定する期日をもって、ＪＲ
キューポのサービスの終了、中止、又は規則の変更がなされるものとし
ます。

第12条（ポイントサービスの制限、停止、廃止）
当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常等の不
可抗力の発生により、この規約に定めるＪＲキューポのサービス提供を、
予告なく一時的に制限、停止することがあります。
２　当社が前項に基づき、ＪＲキューポのサービスについて一時的な制
限又は停止を行った場合に、会員に何らかの損害又は不利益が生じて
も、当社は一切の責任を負いません。

第13条（管轄裁判所）
会員と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間で誠意をもって解
決するものとします。
２　利用者と当社との紛争については、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁
判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第14条（規約の発効）
本会員規約は、日本標準時間２０１７年７月７日から有効とします。

ＪＱ ＣＡＲＤ利用者に関する附則
（定義）

この附則は、ＪＱ ＣＡＲＤ会員に対するＪＲキューポの提供に関する事項
を規定するものです。

第1条（ポイントサービスの変更）
「ＪＱポイント」は、この規約が有効となる日時に「ＪＲキューポ」と名称を
変更し、同じポイント数でＪＲキューポに継承されます。
２　ＪＱ ＣＡＲＤ会員は、この規約第６条に定める当社サイトからのＪＲ
キューポの照会・合算のためには、別途ＪＲ九州Ｗｅｂ会員に登録する必
要があります。



第2条（JQ CARDの利用に対して付与されたポイントの効力）
以下に示す場合、会員に付与されているポイントは失効します。
（１）ＪＱ ＣＡＲＤ会員が、ＪＱ ＣＡＲＤを退会した、又は会員規約等で定
められた会員資格を喪失した場合

（２）ＪＱ ＣＡＲＤ会員が、この規約、会員規約等、又は当社の規則等に違
反した場合

第3条（JQネットクラブの取扱い）
ＪＱネットクラブで提供するサービスは、ＪＲキューポサービスの開始とと
もに、ＪＲ九州Ｗｅｂ会員サービスに付随するサービスとして継続します。
２　前項に定めるＪＲ九州Ｗｅｂ会員サービスの利用を希望するＪＱ 
ＣＡＲＤ会員は、「ＪＲ九州Ｗｅｂ会員サービス」への登録を行う必要があり
ます。
３　ＪＲキューポの開始とともに、当社はＪＱネットクラブの入会受付を
終了します。また、当社所定の方法で告知した後に、既存のＪＱネットク
ラブ会員に対しても、当該サービスの提供を終了します。当社は、当該
サービスの終了にともなういかなる不利益及び損害についても、一切の
責任を負いません。

ＳＵＧＯＣＡ 利用者に関する附則
（定義）

この附則は、ＳＵＧＯＣＡ利用者に対するＪＲキューポの提供に関する事
項を規定するものです。

第1条（SUGOCAのSF利用時のポイント付与）
当社は、次の各号に定めるＳＵＧＯＣＡのＳＦ利用について、ＪＲキューポ
を当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
（１）ＳＵＧＯＣＡで当社線を利用するとき、自動改札機（福岡市交通局高
速鉄道線設置の自動改札機を含む。）による入出場を行った際の運賃
に、ＩＣカード乗車券取扱規則第１８条に定めるＳＵＧＯＣＡの利用エリ
ア内の当社線が含まれる場合

（２）ＳＵＧＯＣＡで、当社筑肥線下山門・唐津線西唐津間各駅と姪浜接続
地下鉄線各駅間相互発着となる区間を自動改札機による入出場を
行った場合

（３）ＳＵＧＯＣＡで、ＩＣカード乗車券取扱規則第６０条に規定するエリア
内を自動改札機による入出場を行った場合

（４）ＳＵＧＯＣＡ用の自動券売機で、ＳＵＧＯＣＡのＳＦと、ＩＣカード乗車
券取扱規則第１８条に定めるＳＵＧＯＣＡの利用エリア内着となる自由
席特急券とを引き換える場合

（５）当社が指定するＪＲキューポ付与の対象となる加盟店で、ＳＵＧＯＣＡ
のＳＦをＳＵＧＯＣＡ電子マネーとして使用した場合

（６）当社若しくはＩＣカード乗車券取扱規則第５９条第２項に規定する
事業者（以下「ＳＵＧＯＣＡ事業者」といいます。）が実施する施策等によ
り定めた条件のもとで、ＳＵＧＯＣＡのＳＦによる当社線若しくは
ＳＵＧＯＣＡ事業者線の利用又は加盟店での電子マネー利用を行った
場合

２　前項第１号及び第６号に基づいてＪＲキューポを付与する当社線又
はＳＵＧＯＣＡ事業者線利用の運賃は、自動改札機で改札を受けて入場及
び出場しＳＵＧＯＣＡのＳＦから減額されたものが付与対象となります。
３　ＳＵＧＯＣＡ定期券の有効期間内に券面表示区間内を利用する場合
は、ＪＲキューポの付与対象となりません。
４　ＳＵＧＯＣＡのＳＦ利用が次の各号の１に該当する場合は、ポイントの
付与対象となりません。
（１）ＳＵＧＯＣＡのＳＦと乗車券類等（ＳＵＧＯＣＡ事業者が発売する乗車
券を含みます。）を引き換えた場合。ただし、第１項第４号に定める場
合を除きます。

（２）自動精算機での他の乗車券類の精算にＳＵＧＯＣＡのＳＦを使用し
た場合

５　自動改札機による出場以外の方法によりＳＵＧＯＣＡのＳＦから運賃
を減額する場合、ＪＲキューポの付与対象とならない場合があります。
６　第１項に定めるもののほか、当社線及びＳＵＧＯＣＡ事業者線並びに
加盟店の利用促進を図るため、当社が別に定めるところによりボーナス
ポイントを付与することがあります。
７　第１項及び前項の規定による付与のほか、利用者は、当社とポイント
交換の提携を行う事業者で付与されたポイントをＪＲキューポに交換す
ることができます。
８　ＪＲキューポは、付与対象となるＳＦ利用があった日の翌々日以降に、
ポイントセンターで当該ポイント口座への付与処理を行います。ただし、
第１項第６号に基づいて付与するＪＲキューポは付与対象となるＳＦ利



用があった日の４日後以降に付与処理を行います。
９　当社は、ＪＲキューポの付与基準を予告なく改定することがあります。

第2条（SUGOCAのSF利用に対して付与されたポイントの効力）
次の各号の１に該当する場合は、当該ＳＵＧＯＣＡに付与処理が実施され
る前のＪＲキューポを含め、付与されている全てのＪＲキューポは無効と
なります。

（１）ＩＣカード乗車券取扱規則第３１条及び同第４４条に定める払いもどし
を行う場合

（２）ＩＣカード乗車券取扱規則第２７条、同第２８条及び同第４３条の規定
によりＳＵＧＯＣＡが無効となる場合

（３）ＳＵＧＯＣＡ事業者において前各号に準ずる取扱いを行う場合
２　偽造、変造又は不正に作成されたＪＲキューポを使用しようとした場
合には、ＩＣ規則第２８条及び同第４３条の定めを準用して、当該
ＳＵＧＯＣＡはＳＦ及び定期券部分を含めて無効として回収します。

第3条（SUGOCA再発行時の取扱い）
ＩＣカード乗車券取扱規則第３２条及び同第４６条の規定に基づき紛失
再発行の取扱いを行うとき（ＳＵＧＯＣＡ事業者において取り扱うときを
含みます。）並びにＩＣ規則第３４条及び同第４８条の規定に基づき障害再
発行の取扱いを行うとき（ＳＵＧＯＣＡ事業者において取り扱うときを含
みます。）は、再発行前のＳＵＧＯＣＡに付与されているＪＲキューポの残高
は再発行を受けた日の翌 日々以降に、再発行したＳＵＧＯＣＡに引き継がれ
ます。

第4条（自動券売機におけるポイント履歴の確認）
ＪＲキューポ履歴は、当社の定めるＳＵＧＯＣＡ用の自動券売機及び当社が
別に定める方法により次の各号に定めるとおり確認することができます。
（１）履歴の内容はＪＲキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱い
ポイント数とします。

（２）履歴は、最近の履歴から２０件までさかのぼって表示又は印字し、
確認することができます。

（３）次の場合は履歴の確認はできません。
ア　２６週間を経過した履歴
イ　履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自
動券売機により印字し、確認する履歴

２　ＳＵＧＯＣＡ用の自動券売機でのＪＲキューポの履歴確認の取扱い箇
所は、最新のＳＵＧＯＣＡご利用ガイド、印刷物又は当社ホームページによ
ります。
３　前項規定によらず、ＪＲ九州Ｗｅｂ会員が、保有する記名式ＳＵＧＯＣＡ
をこの規約第６条第３項に定める方法によって登録した場合には、当該
ＳＵＧＯＣＡに関するＪＲキューポ履歴の照会を自動券売機で行うことは
できません。

第5条（返品・払いもどし時の処理）
当社の指定するＪＲキューポ付与の対象となる加盟店において、商品の
購入時・サービス等の申込時にＪＲキューポ付与の対象となった商品・
サービス等の返品、払いもどし、取消し等を請求する場合は、当該ポイン
トが付与されたＳＵＧＯＣＡ及び当該商品等に係わるレシート一式を提
示しなければなりません。この際、付与されたＪＲキューポに相当するポ
イントの差し引き又は対価の返還を当社より請求する場合があります。
２　ＳＵＧＯＣＡ利用者に関する附則の第１条第１項に規定する自由席特
急券について、払いもどしを請求する場合は、当該ポイントが付与された
ＳＵＧＯＣＡを提示しなければなりません。

（２０１７年７月７日制定）




